
  

    ○建設業法に基づく建設業者の許可の取消し  

  建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項第 5 号（廃業等）の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を

取り消したので、同法第 29 条の 5 第 1 項の規定により公告する。  

 

   令和 5 年 12 月 12 日  

岐阜県知事  古田  肇     

 

 

 

取消年月日  商号又は名称  代表者の氏名  
主たる営業所の所在

地  
許可番号  取り消した工事業  

令和 5 年 9 月 29 日  株式会社カインドフォーム  代表取締役  

北川  静児  

各務原市那加前野町

3 丁目 134 番地  

（般－ 2）  

第 103718 号  

建築工事業  

令和 5 年 10 月 20 日  丹羽建通信有限会社  代表取締役  

丹羽  信彦  

各務原市前渡東町  

一丁目 110 番地  

（般－ 2）  

第 101564 号  

土木、とび・土工、

管及び造園工事業  

令和 5 年 11 月 1 日  株式会社朝日工務店  代表取締役  

朝日  滿  

関市下有知 295 番地

１  

（般－ 4）  

第 1226 号  

建築及び大工工事

業  

令和 5 年 11 月 2 日  株式会社木越組  代表取締役  

木越  幹人  

郡上市八幡町島谷  

1613 

（般－ 4）  

第 2934 号  

管工事業  

令和 5 年 11 月 6 日  有限会社アシスト阪下  代表取締役  

長谷川  弘樹  

高山市久々野町小屋

名字清水 726 番地の 1 

（般－ 3）  

第 850253 号  

とび・土工工事業  

令和 5 年 11 月 8 日  株式会社近藤工務店  代表取締役  

吉村  嘉隆  

恵那市中野方町 2385 

番地の 1 

（特－ 3）  

第 3104 号  

屋根、板金及び防

水工事業  



令和 5 年 11 月 10 日  田中ブロック  田中  保廣  岐阜市小野 1 丁目  

103 番地の 2 

（般－ 2）  

第 102870 号  

とび土工及びﾀｲ

ﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

工事業  

 


